
３．推進主体 

本市の景観をより良いものにするためには、市民、事業者、市が共

に、本市の景観を理解し、協力しあい、積極的に良好な景観の形成に

取り組まなければなりません。 

天草らしい美しい景観との｢調和｣を前提に、良好な景観要素の｢保

全｣、景観阻害要因の｢除去・遮へい｣、｢修景・美化｣及び、新たな景観

価値の｢創造｣という景観配慮の基本原則に基づく対策を推進します。 

本計画の推進主体は、市民、事業者、市であることを認識し、三者

がそれぞれの責務を果たすとともに、協力、連携しながら一体となっ

て取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協 働

事業者の責務 

 
土 地 利 用 等 の 事 業 活 動 に

関 し 、 自ら が 良 好な 景 観 の
形 成 に 積極 的 に 寄与 す る よ
うに努める。  

市 が 実 施 す る 良 好 な 景 観
の 形 成 に関 す る 施策 に 協 力
するように努める。  

市民の責務 

 
自 ら が 良 好 な 景 観 の 形 成

に 関 す る理 解 を 深め 、 自 主
的 か つ 積極 的 な 役割 を 果 た
すように努める。  

市 が 実 施 す る 良 好 な 景 観
の 形 成 に関 す る 施策 に 協 力
するように努める。  

 

市の責務 

 
良 好 な 景 観 の 形 成 に 関 す る 基 本

的かつ総合的な施策を策定し、積極
的に実施するように努める。  

施 策 の 策 定 及 び 実 施 に あ た っ て
は、市民、事業者及び専門家の意見
が反映されるように努める。  

良 好 な 景 観 形 成 に 関 す る 啓 発 及
び 知 識 の 普 及 並 び に 意 識 の 高 揚 を
図るため、必要な施策を講じるよう
に努める。  
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